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旧ソ連、中東欧諸国との原子力分野での協力・交流の現状 
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１． 旧ソ連、中・東欧諸国との原子力分野における協力の経緯 
１９８６年 ４月 チェルノブイル原子力発電所事故 
１９８８年 ４月 日、米、ＥＵ、ソ連の４極による国際熱核融合実験炉（ITER）概

念設計活動開始（1992.7～工学設計活動開始） 
１９８９年 ５月 世界原子力発電事業者協会（WANO）設立総会をモスクワで開催 
１９９１年 ４月 日ソ原子力協力協定締結 

１０月 第１回日ソ原子力協議（モスクワ） 
１２月 ソ連邦解体 

１９９２年 ２月 ロシア原子力省（MINATOM）設置 
７月 ミュンヘンサミットで、ソ連・東欧諸国の原子力発電所の安全性向

上のための支援が表明される 
１１月 第２回日ロ原子力協議（東京） 
１１月 日、米、ＥＵ、露の４極が国際科学技術センター（ISTC）設立協

定に署名（1994 年３月暫定設立） 
１９９３年 ７月 ロシアの核関連施設「トムスク」で爆発事故 

１０月 ロシア太平洋艦隊が日本海において放射性廃棄物の海洋投棄を実
施 
日本とロシアが核兵器の廃棄の支援に係る協力等に関する協定に
署名 

１１月 日本とベラルーシが核兵器の不拡散の分野における協力等に関す
る協定に署名 

１９９４年 ３月 日本とウクライナが核兵器の廃棄に係る協力等に関する協定に署
名 
日本とカザフスタンが核兵器の廃棄に係る協力等に関する協定に
署名 

７月 ナポリ・サミットにおいてＧ７は、チェルノブイル閉鎖のため、総
額２億ドルの支援をコミット 

８月 OECD/RASPLAV 計画の開始（日、米、加、ベルギー、フィンラ
ンド、仏、独、伊、蘭、スペイン、スウェーデン、スイス、英、韓 
～1997 年 6 月、於：露クルチャトフ研究所） 

１９９５年１２月 ウクライナとＧ７との間で、チェルノブイル原子力発電所の２０
００年までの閉鎖に関する覚書を署名 

１９９６年 １月 ロシア極東に於ける低レベル液体放射性廃棄物処理施設の建設に
係る契約署名 

４月 原子力安全モスクワ・サミット開催 
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２－１ 日ソ原子力協定に基づく協力の現状 
 
１．日ソ原子力協定 
 原子力の平和利用分野における日ソ両政府間の協力は、日ソ科学技術協力協定下（1973
年 10 月 10 日署名）で実施されてきたが、原子力発電所の安全性に対する関心が高まって
きたことを背景の一つとして、1990 年（平成 2 年）9 月の日ソ外相間協議において原子力
活動に於ける高い水準の安全性の確保に関する協力を推進することで認識の一致を見た。
その後両国間の協議が行われた結果、ゴルバチョフ大統領来日中の 1991 年（平成 3 年）4
月 18 日、原子力の平和的利用の分野における協力に関する協定が中山外務大臣とベススメ
ルトヌィフ外務大臣との間で署名された。以後、協定に基づくロシア（乃至ソ連）との協議
が 91 年と 92 年の 2 回行われている。 
 
２．内容 
協力分野（協定第一条） 
１）原子力発電所の活動における安全性 
２）放射線防護及び環境監視 
３）放射性同位元素及び放射線の研究及び応用 
４）放射性廃棄物の処理及び処分 
５）両政府が合意するその他の分野 
 
協力の方法（協定第二条） 
１）安全性に関連する規制に関する情報の交換 
２）科学的及び技術的情報の交換 
３）科学者、技術者その他の専門家の交流 
４）共同研究 
５）両政府が合意するその他の形態 
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２－２ 日ソ科学技術協力協定に基づく協力の現状 
 
１．日ソ科学技術協力協定 
締   結： １９７３年１０月１０日、日ソ外相間で署名。 
協力の形態： 情報の交換、科学者・技術者の交換、会議・シンポジウムの開催、共同研

究の実施 
備   考： １９９１年（平成３年）１２月、ソ連邦が崩壊したことに伴い、ソ連邦と

継続性を有する同一の国家であるロシア連邦との間で本協定は引き続き
有効である。 

 
２．日ソ（ロ）科学技術協力委員会 
開 催： １９７８年に第１回日ソ科学技術協力委員会（於、東京）が開催されてか

ら１９９７年まで計１１回の委員会の開催（原則日ソ（ロ）交互に開催）。 
概 要： １５分野計７６テーマからなる協力計画を作成。内、原子力関連は(1)プ

ラズマ物理学及び核融合、(2)高エネルギー物理学・加速器科学、(3)放射
線医学。 
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５ 我が国の旧ソ連核兵器廃棄支援の概要 
 
１．日本政府は、９３年４月、旧ソ連の核兵器廃棄を支援するために総額約１億ドル（１１
７億円）の協力を行うことを発表。 
 
２．９４年３月までに、ロシア、ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシそれぞれとの間で
核兵器廃棄協力に関する二国間協定を締結し、各核兵器廃棄協力委員会を設立。総額１１７
億円を各委員会に対し以下のように配分し拠出。 
  日露委員会：８１億９千万円（全体の７０％） 
  日・ウクライナ委員会：１７億５５００万円（１５％） 
  日・カザフスタン委員会：１１億７千万円（１０％） 
  日・ベラルーシ委員会：５億８５００万円（５％） 
 
３．協力プロジェクトの概要と現状 
（１）対ロシア 
  （イ）核物質貯蔵施設の建設協力       
 核弾頭の解体から生じる核分裂性物質を安全に貯蔵するための施設が、ウラル地方チェ
リャビンスク近郊にある産業合同体マヤクに建設される予定。我が国には兵器級核分裂性
物質に関する技術的知見が欠けているため、施設の設計等は基本的に米露が行っている。我
が国は米と協力しつつ、核分裂性物質用の貯蔵・輸送容器の供与を行う予定。現在、実施取
決め案につき、ロシアと協議中。 
  （ロ）液体放射性廃棄物・処理施設の建設       
 極東における液体放射性廃棄物の海洋投棄を防止するため、９６年１月、処理施設の建設
に係る契約が署名された。現在、コムソモリスク（アムール川沿いの都市）において建設作
業が行われている。 
  （ハ）緊急事態対処機材の供与       
 核弾頭を解体場から貯蔵施設に移送する際に事故等が発生する場合を想定して、スペク
トロメータ（放射線分析装置）、無線機、パソコン等の機材を供与する予定。現在、実施取
決め案につき、ロシアと協議中。 
 
（２）対ウクライナ 
  （イ）核物質管理制度確立支援       
 ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシはＮＰＴに非核兵器国として加入し、ＩＡＥＡ保
障措置を受ける義務を負うことになったが、そのための技術的基盤を欠いているので、核物
質管理制度の確立を支援する必要がある。 
 ウクライナについては、ハリコフ研究所等に対する計量管理及び核物質防護システム確
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立を中心として支援を実施中。 
  （ロ）核兵器廃棄要員のための医療機器供与       
 核兵器廃棄の過程で発生する放射能汚染や有毒なミサイル燃料の漏出等による被害を受
けた軍の要員の検査・治療のために、６００万ドル相当の医療機器・医薬品を供与。昨年１
２月にプロジェクト全体が完了。本年５月、モニタリングミッションを派遣した。 
 
（３）対カザフスタン 
  （イ）核物質管理制度確立支援       
 アクタウの高速増殖炉（ＢＮ－３５０）に対してフローモニター機器及び計量管理システ
ム（一部実施中）を供与済み。現在、ＢＮ－３５０に対する核物質防護システムの支援を実
施中。 
  （ロ）セミパラチンスク核実験場周辺地域の放射能汚染対策       
 周辺住民に対する核実験の影響を調査し、検査や治療に必要な医療機器を供与する予定。
第一段階として、汚染調査実施主体である国立核センター（ＮＮＣ）に対して、ＥＳＲ（サ
ンプリングした歯の放射線量を測定する機器）を供与済み。また、カザフスタン保健省から
の要請に基づき、力ザフスタン共和国祖国戦争障害病院（在アルマティ）に対する、医療機
材及び医薬品の供与を推進中。 
 
（４）対ベラルーシ 
  （イ）核物質管理制度確立支援       
 ミンスク近郊のソスヌイ研究所等に対して計量管理ソフト、測定機器、通信機器（モデム）、
核物質防護システム関連機器を供与済み。現在、今後３年程度の維持管理体制について、日
端間にて協議中。 
  （ロ）旧軍人の職業訓練センターに対する機材供与       
 戦略核ミサイル軍の解体に伴い職を失う軍人の民間セクター転出を促進するためリーダ
市に開設される、職業再訓練センターに関連機材を供与する予定。現在、本件実施取決め案
につき、ベラルーシと協議中。 
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５－１ ロシア極東における低レベル液体放射性廃棄物処理施設建設に関する支援 
 
○1993 年 4 月 2 日、ロシア政府は、放射性廃棄物の海洋投棄に関する白書において、1959
年から 1992 年にかけて実施してきた海洋投棄の事実を公表するとともに、同年 10 月 17 日
には、ロシア太平洋艦隊が日本海において液体放射性廃棄物の海洋投棄を実施。 
 
○我が国としては、日本海における海洋調査を独自に行い、海洋環境放射能レベルに異常が
ないことを確認。更に、1994 年 3 月より投棄海域における日韓露共同海洋調査を実施し、
船上において簡易な放射能計測を行ったところ、異常は認められなかった（1995 年 8 月結
果公表）。 
 
○我が国は、日露核兵器廃棄協力委員会の資金の一部を利用して、極東における液体放射性
廃棄物の処理施設の建設に係る協力プロジェクトをロシアとの間で進めている。 
 
○本件処理施設は、バージ（はしけ）の上に設置される浮体構造型施設であり、ロシア沿岸
地方のウラジオストック付近に係留される予定。同施設は完成の暁にはロシア極東におけ
る液体放射性廃棄物の海洋投棄を将来にわたり防止する上で十分な処理能力を有するもの
となる予定。 
 
 
 
  



資料９－４ 

５－２ 旧ソ連、中・東欧諸国における核物質管理制度（ＳＳＡＣ）確立に 係る協力支援
についての調整（ＩＡＥＡにおける支援調整会合） 
 
ＩＡＥＡ年次総会（ＳＳＡＣレビュー会合） 
構成：支援国・機関 
     米、英、瑞、フィンランド、デンマーク、日、 
     豪、仏、ハンガリー、ノルウェー等・ＩＡＥＡ 
  ：被支援国 
     ロシア、ウクライナ、カザフスタン、ウズベキスタン、 
     ベラルーシ、アルメニア、リトアニア、エストニア、 
     ラトビア、グルジア等 
目的：○ＮＩＳ諸国に対するＳＳＡＣの確立支援 
   ○支援計画の開発と要求の確認 
   ○支援国及び被支援国への技術的支援 
   ○支援進捗状況のモニター及び情報提供 
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５－３ 国際科学技術センター（ＩＳＴＣ）について 
（ＩＳＴＣ：International Science and Technology Center） 
 
１．目的 
 ＩＳＴＣは以下の目的のため、ウクライナを除く旧ソ連諸国の機関及び施設に対し、資金
を提供する。 
１）旧ソ連諸国の大量破壊兵器関連の科学者等に平和活動に従事する機会を提供すること。 
２）市場経済への移行を強め、研究及び技術開発（特に環境保全、エネルギー生産、原子力
安全の分野）を支援すること。 
 
２．経緯 
１）１９９２年 ３月：日、米、ＥＣ、露の４極は、ブラッセル閣僚会合を開催し、センタ
ー設立を宣言。 
２）１９９２年１１月：４極は「国際科学技術センターを設立する協定」に署名。 
３）その後、ロシアの国内事情により、批准の必要なくＩＳＴＣを暫定的に発足させる議定
書を作成。これにより同センターを暫定設立。 
４）以後１９９７年３月の第１２回運営理事会までに総数３９１件、総額約１億 ３６００
万ドルの支援がコミット。これらに対して、２４８研究所において 約１７，１００人の研
究者が従事。 
 
３．加盟国等 
日、米、ＥＵ、露、ノルウェー、 
スウェーデン（現在はＥＵに所属）、フィンランド（現在はＥＵに所属）、グルジア、アルメ
ニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン 
各国（極）の支援コミット額の内訳は、以下の通り（1997 年３月現在）。 
 日 本：２５，０３４千ドル（85 件。うち STA37 件 12,344 千ドル） 
 米 国：５８，６５２千ドル 
 Ｅ Ｕ：４６，４０８千ドル 
 その他： ６，６６０千ドル 
 
４．組織 
１）運営理事会 
 ・任務：センターの方針及び手続き規則の決定、プロジェクトの承認等 
 ・構成：日、米、ＥＵ、露、カザフスタン（ＣＩＳ諸国より１年交替で１国が理事国を務
める） 
２）事 務 局 
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 ・任務：運営理事会の準備、提案プロジェクトの検討に関する調整等 
 ・構成：事務局長、事務局次長、職員等約８０名（日本人スタッフは小倉事務局次長を含
む４名） 在モスクワ 
３）科学諮問委員会（ＳＡＣ） 
 
５．参加者の拡大 
 参加国等は民間企業を中心に参加者拡大を模索。 
 我が国では、科技庁、外務省、経団連及び原産会議主催により、現在まで３回（第１回
(1996.3)、第２回(1996.8)、第３回(1997.1)）の説明会を開催し、のべ約１５０社が説明会
に参加。 
 
６．地球規模問題の解決に資する研究プロジェクトの推進 
 第８回運営理事会(1995.12)において、本センターの研究成果を世界にアピールしようと
の本件構想に対し、各極が合意。第１１回運営理事会(1996.10)においてＩＳＴＣで推進す
べき地球規模問題として以下の５項目を正式に承認。 
 今後は、本プロジェクトの具体的な推進方法について、科学諮問委員会（ＳＡＣ）を含め
て更に検討が行われる。 
      １）核燃料サイクル及びその関連処分手法に関する新しい手法 
      ２）汚染された広範な土地の環境回復 
      ３）分子生物学研究所 
      ４）宇宙技術に応用 
      ５）基礎物理関連 
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６－１ 原子力安全分野における国際的取組みの経緯 
 
経 緯 
○ 91 年７月のロンドン・サミットにおいて、旧ソ連、中・東欧諸国の原子力発電所の安
全性の確保は緊急の課題であり、国際社会に対し、その対応策を調整するための手段の策定
を要請する旨経済宣言に盛り込まれ、ＩＡＥＡを中心とする安全性評価プロジェクトや二
国間協力が開始された。また、この問題を検討するためのＧ７の組織であるＧ７原子力安全
作業部会（ＮＳＷＧ）が設置された。 
 
○ 92 年７月のミュンヘン・サミット経済宣言においては、旧ソ連、中・東欧諸国に対する
原子力安全の確保は世界的な焦眉の課題であるとして取り上げられ、以来国際的に種々の
支援方策が実施。 
 
○ 94 年７月のナポリ・サミットにおいて、Ｇ７はチェルノブイリ原子力発電所の閉鎖の
ため総額２億ドルの支援をコミットし、９５年１２月にはウクライナとＧ７との間で、チェ
ルノブイリ原子力発電所の２０００年までの閉鎖に関する覚書を署名。 
 
○ 95 年６月のハリファックス・サミット経済宣言では、ウクライナのクチマ大統領が
2000 年までにチェルノブイル原子力発電所を閉鎖することを表明したことを歓迎し、引き
続き同発電所の閉鎖のための国際的支援の継続及び世界銀行、欧州復興開発銀行（ＥＢＲＤ）
他の拠出国に対して支援を要請することを明記。また、同サミットにおいて、露エリツィン
大統領から 96 年春にモスクワで原子力の安全に関するサミットを開催したいとの提案。 
 
○ 96 年４月の原子力安全モスクワ・サミット宣言においては、原子力の利用にあたり、
安全を最優先すべきこと等を確認するとともに、核兵器の解体に伴い発生する核物質を安
全に管理する方策を検討するための専門家会合を 96 年末までにパリで開催すること等を明
記。 
 
○ 96 年６月のリヨン・サミット議長声明では、モスクワ・サミットで達成された進展を
歓迎し、原子力安全条約の早期批准及びピア・レビュー制度への参加を要請するとともに、
経済宣言では、96 年末までにチェルノブイル１号炉を閉鎖するとのクチマ・ウクライナ大
統領のコミットメントを歓迎。 
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６－４ 旧ソ連型原子炉に対するＩＡＥＡの特別拠出プログラム 
 
 
１．経緯 
 ＩＡＥＡは、チェルノブイル（ＲＢＭＫ）事故の原因について検討作業を行ったが、旧ソ
連側の情報提供に依存せざるを得ず、十分かつ詳細な評価は行われなかった。その後、旧ソ
連におけるもう一つの炉型であるＶＶＥＲ-440/230 の基本的欠陥が指摘され、その安全性
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について国際的懸念が高まったことから、１９９０年９月にＶＶＥＲ-440/230 の安全性評
価について旧ソ連、東欧諸国を支援するためにスタート。その後、１９９２年１２月に事業
対象をＶＶＥＲ-440/213,ＶＶＥＲ-1000 及びＲＢＭＫにも拡大した。 
 
２．事業の概要 
 この事業では、旧ソ連型炉に対する国際的支援を効果的に進めて行くため、設計面、運転
面での安全性の欠陥、その改善の必要性について各国専門家のコンセンサスを形成するこ
とを目的として、 
 
  - 安全上の課題の摘出とその重要度に応じたランク付け 
  - 上記課題の安全改善プログラムの適合性評価の支援 
 
を行っている。 
 なお、本事業は、ＩＡＥＡの通常予算及び技術協力プロジェクトと連携して行われている。 
 
３．プログラム毎の活動内容 
（１）ＶＶＥＲ-440/230 
 １９９０年９月に開始された安全評価活動は、安全上の課題の摘出、ランク付けをめざし
た第１フェーズを１９９１年末に終了、TECDOC-640 をとりまとめ、摘出された問題点に
対する対策の立案、各プラントあるいは各国規制機関を支援することが中心的活動となっ
ている。例えば、第１フェーズにおいて運転中の全炉に対して Safety Review 
Mission による分析評価が実施され個別に問題点の指摘等を行ったが、第２フェーズにおい
ては、Follow-up Mission 等が順次派遣されておりその後の対応状況の調査を行っている。 
 
   （主要な活動） 
    ・各種改善勧告及びプラント毎の改善計画の収集・比較整理 
    ・改善計画における主要な改善策の評価（施設の改造等に伴う影響を総合的に評価） 
    ・プラント毎の改善進捗状況の把握、データ夕べース化 
   （重要な個別課題） 
    ・原子炉圧力容器の脆化と焼鈍に関する評価、加圧熱衝撃解析 
    ・ＬＢＢの適用 
    ・閉じ込め機能の改善 
    ・緊急時、事故時対応マニュアルの整備 
    ・火災事故評価手法 
    ・計装制御系の改善 
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 上記の個別課題のうちで特に問題となっているのは、ブルガリア Kozloduy 原子力発電所
１号機の圧力容器の安全性である。ＥＵ事業として炉材料の脆性遷移温度の解析を行って
いたフランス、ドイツが、１９９５年後半以降の運転は安全上認めるべきでないとの指摘を
行ったことから、安全を主張するブルガリア政府（及びブルガリアの委託を受け評価を実施
したロシアの研究機関）と対立、ＩＡＥＡも巻き込んで議論が行われたが、決着のつく前に
ブルガリアは運転を再開した。 
 なお、地震により１９８９年以来閉鎖されていたアルメニアの Medzamor 原子力発電所
の再開決定が１９９３年４月にアルメニア政府から出され、ＩＡＥＡに技術的支援の要請
がなされ、改善状況、改善計画のチェックの他、安全規制機関の強化、地震対策に関する支
援のためのミッンョンが技術協力（TC）予算により派遣された。同発電所１号機はロシア
の支援のもと１９９５年１０月運転を再開した。 
 
 （２）ＶＶＥＲ-440/213 
 当初、ＴＣプロジェクトを活用して支援することが考えられていたが、被支援国からの要
望に基づき１９９２年末に特別拠出事業に含めることとなった。 
 ＶＶＥＲ-440/230 のようにＩＡＥＡの活動のみで安全上の課題の摘出、ランク付け等を
すべて行う方法はとらず、VVER Operators Group がとりまとめた安全上の課題や改善策、
個別の炉に対する既存の調査結果や改善計画等をベースとして、問題点の摘出と同時に対
応策も併せて明確にするアプローチをとっている。Bohunice 発電所（３、４号機）に対し
実施された最初の Safety Review Mission（１９９４年９月）及び Mochovce 発電所の改善
計画レビューの結果を踏まえ、１９９５年には、上記目標に関する最終報告書がとりまとめ
られた。 
 
  （主要な活動） 
   ・各種改善勧告及びプラント毎の改善計画の収集・比較整理 
   ・改善計画における主要な改善策の評価 
  （重要な個別課題） 
   ・バブル・コンデンサーの有効性評価（特に構造上の強度） 
 
（３）ＶＶＥＲ-1000 
 VVER-1000 も VVER-440/213 と同様、１９９２年末から特別拠出事業の対象となると
ともに、既存の改善計画を出発点とするアプローチがとられた。ロシアがとりまとめた計画
に加えブルガリア、チェコ、ウクライナが作成した改造計画を中心にレビューが進められた。 
 
  （主要な活動） 
   ・改善計画における主要な改善策の評価 
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   ・安全基準の比較に基づく安全課題の摘出 
  （重要な個別課題） 
   ・蒸気発生器（Cold Collector）の健全性 
   ・制御捧挿入トラブル 
 
（４）ＲＢＭＫ 
 １９９２年４月のＲＢＭＫに関するＴＣＭ（Technical Committee Meeting ）での勧告を
基に、ＩＡＥＡは同年６月に特別拠出事業とすることを発表した。調査は参照炉を選定し総
合的な安全評価を行う Progress Review Meeting を最大の情報源として進められた。最新型
の第３世代に属する炉である Smolensk 発電所の３号炉が最初の参照炉に選ばれ、１９９３
年６月に２週間にわたる調査が行われた。ついで Ignalina 発電所（RBMK-1500 ）に対し
ても１９９４年１０月に実施され、これらの結果を基に VVER-440/213 や VVER-1000 と
同様安全上の課題と対応策のとりまとめが行われた。一方、ＥＵが実施してきた国際プロジ
ェクトの第１フェーズが１９９４年６月終了したことから両者の結果を比較するための会
議が１９９５年５月開催された。 
 なお、１９９３年末に閉鎖することとなっていた Chernobyl 発電所についてウクライナ
政府が運転継続を決めたため、ＩＡＥＡはその安全問題に懸念を持つ立場から１９９３年
末から１９９４年始めにかけて相次いで調査団を派遣するとともに、１９９４年４月国際
会議を開催した。 
 
  （主要な活動） 
   ・提案されている改善策の評価 
   ・参照炉（Smolensk Unit3、Ignalina）における改善状況及び改善計画の評価 
   ・改善策の優先度評価 
   ・EU/Consortium の結果との調整 
  （重要な個別課題） 
   ・原子炉停止系の信頼性 
   ・圧力管複数破断の解析 
 

 
６－５ 原子力安全基金（ＮＳＡ：Nuclear Safety Account）の概要 
 
１．基金の設立 
  １９９３年４月設立（基金はＥＢＲＤ（欧州復興開発銀行）内に設立） 
 
２．基金の期間 
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 発効後３年間（必要な場合には、３年を越えない期間延長可能。９６年２月の総会に て
３年間の延長を決定） 
 
３．資金提供の形式 
  グラント形式 
 
４．調達の方法 
  原則として、支援国または被支援国から調達 
 
５．管理組織 
  拠出国総会（通常年５～６回開催）（注） 
  ・構成員は拠出国、Ｇ２４の議長（被支援国のオブザーバ招請可） 
  ・任務は、活動の基本方向の決定、活動の監視等 
  （注）規程上、総会と下部機関としての運営委員会が置かれることとなっているが、現
状では、総会が運営委員会を実質兼務している。 
 
６．支援プログラム  ９７年１月現在 
     支援予定額 
（単位：million ECU） 
（１）１９９３年スタート 
  ○コズロデュイ原子力発電所＃１～４（ブルガリア）      ２４．００ 
（２）１９９４年スタート 
  ○イグナリナ原子力発電所＃１、２（リトアニア）       ３４．７８ 
  ○イグナリナ原発の安全性レビュー（  〃  ）（９６年終了） ８．３０ 
（３）１９９５年スタート 
  ○レニングラード原子力発電所＃１～４（ロシア）       ３０．３８ 
  ○コラ原子力発電所＃１、２（ロシア）            ２１．８６ 
  ○ノボボロネジ原子力発電所＃３、４（ロシア）        ２３．２８ 
  ○ロシア原子力・放射線安全監視国家委員会（ＧＡＮ）      ０．９０ 
（４）１９９６年スタート（予定） 
  ○チェルノブイル原子力発電所＃１～３（ウクライナ）    １１８．０  
 
    プロジェクト合計                   ２６１．５０ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
（５）ＥＢＲＤへの支出（１９９３～９６＋９７予算） 
  ○基金の管理業務                       ７．３５ 
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    コミットメント総計                  ２６８．８５ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
    新規充当可能分                      ５．１ 
 

 

 
６－６ 欧州共同体（ＥＵ）の旧ソ連、中・東欧原子力安全支援プログラム 
 
 
１．ＰＨＡＲＥとＴＡＣＩＳを通じた原子力安全プログラム 
 
 １９９１年以来、ＥＵはＰＨＡＲＥ (中・東欧向け支援プログラム)及びＴＡＣＩＳ (旧
ソ連諸国向け支援プログラム) の枠組みの中で、旧ソ連、中・東欧に対する原子力安全支援
プログラムを実施してきた。プログラムの主な内容は次のとおり。 
 
１）運転の安全改善プログラム（ロシア－６サイト、ウクライナ－３サイト、 カザフスタ
ン－１サイト、ブルガリア－１サイト） 
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・運転員の教育・訓練 
・訓練用シュミレータの供与 
・運転技術援助 他 
 
２）施設の技術改善プログラム 
・安全設計に関する支援 
・施設における支援（プラントに専門家を常駐させ行う指導等） 
・安全改善策実施のため資金援助 他 
 
３）規制機関への支援プログラム 
・制度及び規制の枠組みの強化支援 
・評価及び認可手続きに係る技術移転 他 
 
２．支援額 
 
 １９９１年から１９９５年の間のＰＨＡＲＥ及びＴＡＳＩＣ別の支援額は次のとおり。 
 
 
                                              （単位：ＭＥＣＵ）         
                                                                                     
        年       ＰＨＡＲＥ     ＴＡＣＩＳ     合 計 
         ------------------------------------------------------ 
   １９９０    ３．８     －        ３．８ 
   １９９１   １６．７    ５３．０     ６９．７ 
   １９９２   ２９．３    ６０．０     ８９．７ 
   １９９３   ２５．２    ８８．０    １１３．２ 
   １９９４   ２５．０    ９１．０    １１６．０ 
   １９９５   ２７．０    ９６．０    １２３．０ 
   ----------------------------------------------------------    
         １２７．０     ３８８．０     ５１５．０   
         出典：ＥＵ報告書（１９９６年７月１０日） 
 
注、 
１）これらの額には、ウクライナに対するＥＵ／Ｇ７のアックション・プランついてＴＡＣ
ＩＳ予算からの拠出（１９９３年～１９９４年：２５ＭＥＣＵ、及び１９９５年：３７．５
ＭＥＣＵ）を含む。 
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２）１９９２年からはＰＨＡＲＥ予算には２０ＭＥＣＵの地域プログラムを含む（残りはブ
ルガリアの国内）。 
３）設備の供給は１９９２年と１９９３年の予算の４０％に上り、１９９４年と１９９５年
は５０％に上る。 
 

 
７．我が国の旧ソ連、中・東欧諸国に対する支援の現状 
 
１ 多国間支援 
 
  （１）国際原子力機関（ＩＡＥＡ） 
ＩＡＥＡによる旧ソ連型原子炉（ＲＢＭＫ型、ＶＶＥＲ４４０／２３０型、ＶＶＥＲ４４０
／２１３型、ＶＶＥＲ１０００型）の安全性評価プロジェクトに、９２年度から特別拠出を
実施。 
 
 
│ 年  度 │ ９２ │ ９３ │ ９４ │ ９５ │ ９６ │ ９７ │  
計 │ 
 
│ 予算(万㌦)│ １２０│ １９０│ １６０│ １６０│ １７０│ １７０│ ９
７０│   
 
 
  （２）ＯＥＣＤ原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ） 
ＮＥＡの中東欧支援センターが、旧ソ連、中・東欧諸国に対し行っている原子力安全支援活
動の内、安全規制当局の強化、安全運転のための技術的知見の移転等の活動（専門家会合の
開催等）を対象に特別拠出を実施。 
 
 
│ 年  度 │ ９２ │ ９３ │ ９４ │ ９５ │ ９６ │ ９７ │  
計 │ 
 
│ 予算(万㌦)│  － │  ２０│  ２０│  ５０│  ５０│  ５０│ １
９０│   
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 （３）原子力安全基金（ＮＳＡ） 
旧ソ連・中東欧諸国の安全性に問題のある原子力発電に対して、二国間支援以外の安全性向
上支援を行うために、９３年４月、ＥＢＤＲに設置された。現在までのところ、ブルガリア
のコズロデュイ発電所、リトアニアのイグナリナ発電所、ロシアのレニングラード、コラ、
ノボボロネジ各発電所に関するプロジェクトが進行中。ウクライナのチェルノブイリ原子
力発電所の閉鎖支援（３号炉の短期的安全性向上、廃炉準備としての使用済み燃料貯蔵施設
及び放射性廃棄物の処理施設の建設）については、９６年１１月にウクライナとの間に贈与
取極が締結され、現在、実施段階に入っている。なお、本基金は９６年３月に、３年間設置
期間の延長が決定。 
 
 
│ 年  度 │ ９２ │ ９３ │ ９４ │ ９５ │ ９６ │ ９７ │  
計 │ 
 
│ 予算(万㌦)│ ４００│ ４００│１６００│ ７００│ －  │ ９２０│４２
００│   
 
 
２ 二国間支援 
 
（１）国際原子力安全交流派遣事業 
旧ソ連、中・東欧諸国等に、我が国の原子力安全の専門家を派遣し、事故時・通常時の原子
炉挙動や放射性廃棄物管理分野等についての情報交換・意見交換等を通じた技術交流を実
施。 
 
 
│ 年  度   │ ９２ │ ９３ │ ９４ │ ９５ │ ９６ │ ９７ │  
計 │ 
 
│予算(万㌦)注  │ ー  │ １００│ １２０│ １３０│ ２２０│ ２４０│ 
８１０│ 
  
│派遣者（人 日）│ ー  │ １１８│ ５４８│ ６１４│ ５６８│ ５８９│２
４３７│ 
（注）アジア諸国への原子力安全交流派遣を含む。 
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（２）国際原子力安全研修事業 
旧ソ連、中・東欧諸国等の原子力安全の向上に寄与するため、これら諸国から原子力関係技
術者等を受け入れ、日本原子力研究所の国際原子力総合研修センター等で研修を実施。 
 
 
│ 年  度   │ ９２ │ ９３ │ ９４ │ ９５ │ ９６ │ ９７ │  
計 │ 
 
│予算(万㌦)注  │  ９０│ １５０│ １８０│ ２００│ ３６０│ ４２０│１
４００│ 
  
│参加者数（人） │  ２０│  ２３│  ３１│  ３６│  ４６│    │    
│ 
（注）アジア諸国からの受け入れを含む。 
 
（３）原子力安全管理に関する国際招聘プログラム（１０００人研修） 
原子力安全水準の向上を図るため、旧ソ連、中・東欧諸国等の原子力発電所の監督・管理者、
保守・検査員等を対象として、発電所運営・管理手法、耐震設計等安全管理全般について研
修を実施（９２年から１０年間で１０００人規模）。 
 
 
│ 年  度   │ ９２ │ ９３ │ ９４ │ ９５ │ ９６ │ ９７ │  
計 │ 
 
│ 予算(万㌦)  │ １９０│ ４４０│ ５００│ ５８０│ ５１０│ ４４０│
２６６０│ 
  
│参加者数（人） │  ５２│  ８１│  ８４│  ９３│  ９２│  ９７│ 
４９９│ 
（４）運転中異常検知システムによる安全性向上プログラム 
我が国が開発した、原子炉配管からの冷却水漏洩を検知するための運転中異常検知システ
ムを旧ソ連型原子炉（ロシアのレニングラード原子力発電所：ＲＢＭＫ型）に適用し、日露
共同で実証試験を実施（９３年度から９７年度までの計画）。 
 
 
│ 年  度 │ ９２ │ ９３ │ ９４ │ ９５ │ ９６ │ ９７ │  
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計 │ 
 
│ 予算(万㌦)│  － │ ７８０│１１３０│ ９３０│ ８５０│  － │３６
９０│   
 
 
（５）ＲＢＭＫ型炉への運転管理等に関するプログラム 
我が国が開発した圧力管健全性の管理システム等を旧ソ連型原子炉（リトアニアのイグナ
リナ原子力発電所：ＲＢＭＫ型）に適用し、同発電所の安全性向上を図るとともに、同国と
の技術交流を行う（９６年度から９９年度までの計画）。 
 
 
│ 年  度 │ ９２ │ ９３ │ ９４ │ ９５ │ ９６ │ ９７ │  
計 │ 
 
│ 予算(万㌦)│  － │  － │  － │  － │ １００│ ３２０│ ４
２０│   
 
 
（６）スロバキアＡ１炉に関する安全性調査プログラム 
スロバキアのボフニチェにあるＡ１炉（研究炉）の廃炉計画を支援するため、専門家の交流
による情報交換や放射能量、作業員の被曝量等の計算を共同実施（９５年度から２０００年
度までの計画）。 
 
 
│ 年  度 │ ９２ │ ９３ │ ９４ │ ９５ │ ９６ │ ９７ │  
計 │ 
 
│ 予算(万㌦)│  － │  － │  － │  ５０│  ５０│  ８０│ １
８０│   
 
 
（７）原子力発電運転技術センター整備事業 
ロシアのノボボロネジ運転技術センターに、ＶＶＥＲ１０００型炉の運転挙動を模擬する
シミュレーター１基を開発・設置し、運転員の教育プログラムを改善する。９３年６月にプ
ログラムの実施について日露両国で合意、９６年にシミュレーター完成。今後、９８年まで
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に教育プログラムの策定。 
 
 
│ 年  度 │ ９２ │ ９３ │ ９４ │ ９５ │ ９６ │ ９７ │  
計 │ 
 
│ 予算(万㌦)│  － │１６７０│ ５８０│ ７４０│ ２６０│ ２３０│３４
８０│   
 
 
３ 我が国の年度別支援額 
 
 
                                                                                 
      │年  度│ 多国間支援  │ 二国間支援   │   計     │     
      │１９９２│  ５２０万ドル│   ２８０万ドル│   ８００万ドル│     
      │１９９３│  ６１０万ドル│ ３，１４０万ドル│ ３，７５０万ドル│     
      │１９９４│１，７８０万ドル│ ２，５１０万ドル│ ４，２９０万ドル│     
      │１９９５│  ９１０万ドル│ ２，６３０万ドル│ ３，５４０万ドル│     
      │１９９６│  ２３０万ドル│ ２，３５０万ドル│ ２，５８０万ドル│     
      │１９９７│１，１４０万ドル│ １，７３０万ドル│ ２，８７０万ドル│     
      │ 計  │５，１９０万ドル│１２，６４０万ドル│１７，８３０万ドル│     
 
 
 
 

 
８．我が国政府レベルのチェルノブイリに関する支援 
 
 
 
平成９年６月 
調査国際協力課 
 
１．チェルノブイリ原子力発電所閉鎖関連支援（１、９００万ドル） 
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○原子力安全基金（NSA）への搬出 
ナポリ・サミットの経済宣言を受けて、平成６年度から７年度までに１、９００万ドルをチ
ェルノブイリ関連（第３号炉の安全性向上、廃炉準備等）に使途指定して搬出。 
 
２．被災者支援（２、９２０万ドル） 
 
○WHO のチェルノブイリ被災者医療支援プログラム（ロシア、ウクライナ、ベラルーシ）
への搬出 
○チェルノブイリ関連医療施設に対する医療機器供与 
（ウクライナに対してはこの他に一般的な人道支援としての医薬品供与も含む） 
○医療関係者の派遣及び招へい 
（派遣：３６名、招へい：８２名） 
 
３．環境保全（約１～２億円／年） 
 
○チェルノブイリ事故に伴う放射線の健康影響調査 
○チェルノブイリ事故等原子力発電施設事故の放射線影響等に関する情報収集、調査 
○「チェルノブイリ国際研究センター」への協力 
（事故の環境影響評価等に関する研究協力） 
○チェルノブイリ周辺の環境試料の測定 


